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令和５年度檜原村歳入歳出決算審査意見書 
 
１ 審査の対象 
 
  （１）令和５年度檜原村一般会計歳入歳出決算 
  （２）令和５年度檜原村国民健康保険特別会計歳入歳出決算 
  （３）令和５年度檜原村東京都都民の森管理運営事業特別会計歳入歳出決算 
  （４）令和５年度檜原村介護保険特別会計歳入歳出決算 
  （５）令和５年度檜原村介護サービス事業特別会計歳入歳出決算 
  （６）令和５年度檜原村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 
  （７）令和５年度檜原村簡易水道事業会計歳入歳出決算 
  （８）令和５年度檜原村下水道事業会計歳入歳出決算 
  （９）令和５年度檜原村基金運用状況 
 
２ 審査の期間 
 
   令和６年８月１４日（水）・８月１５日（木）・８月２２日（木） 
 
３ 決算審査を実施した監査委員 
 
   福 田 宮 夫   山 嵜 源 重 
 
４ 審査の手続 
 
   村長より提出された令和５年度各会計の決算書の計数に誤りはないか、予算の執行

が関係法令に則り、適正かつ効率的になされているか等に主眼をおき、関係諸帳簿と

証拠書類との照合を行い、必要に応じて、関係職員の説明を求めるとともに、現地調

査も実施し審査を行った。 
 
５ 審査の結果 
 
   審査に付された令和５年度各会計の決算書類は、関係法令に準じて作成されており、

関係諸帳簿及びこれに関する書類等との照合の結果、決算の計数はいずれも符合し、

内容も適正と認められた。 
   又、財産の運用状況についても、基金にあっては、より有利で安全かつ確実性のあ

る適切な管理がなされていると認められた。 
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６ 決算の概要と審査意見 
 １）総 括 

   令和５年度の一般会計及び５特別会計並びに２公営企業会計の決算額は、次のとお

りである。 
 

（単位：円） 
会計別 年度・増減 予算現額 歳  入 歳  出 歳入歳出差引残額 

一般会計 

５年度 3,872,574,000 3,830,453,730 3,701,559,585 128,894,145 

４年度 4,031,833,000 4,002,920,294 3,865,073,851 137,846,443 

増△減 △ 159,259,000 △ 172,466,564 △ 163,514,266 △ 8,952,298 

国民健康保険 

特別会計 

５年度 577,575,000 572,545,217 549,035,399 23,509,818 

４年度 570,434,000 571,423,522 542,912,600 28,510,922 

増△減 7,141,000 1,121,695 6,122,799 △ 5,001,104 

内 
 

訳 

事業勘定 

５年度 371,976,000 362,079,786 348,858,997 13,220,789 

４年度 357,041,000 356,504,050 334,704,682 21,799,368 

増△減 14,935,000 5,575,736 14,154,315 △ 8,578,579 

診療施設勘定 

５年度 205,599,000 210,465,431 200,176,402 10,289,029 

４年度 213,393,000 214,919,472 208,207,918 6,711,554 

増△減 △ 7,794,000 △ 4,454,041 △ 8,031,516 3,577,475 

東京都都民の森 

管理運営事業 

特別会計 

５年度 133,995,000 133,993,697 123,248,224 10,745,473 

４年度 134,000,000 133,954,755 126,158,102 7,796,653 

増△減 △ 5,000 38,942 △ 2,909,878 2,948,820 

介護保険特別会計 

５年度 473,072,000 474,419,551 452,014,155 22,405,396 

４年度 473,754,000 477,898,373 454,031,099 23,867,274 

増△減 △ 682,000 △ 3,478,822 △ 2,016,944 △ 1,461,878 

介護サービス事業 

特別会計 

５年度 47,146,000 47,280,691 45,451,041 1,829,650 

４年度 46,931,000 47,748,937 45,699,297 2,049,640 

増△減 215,000 △ 468,246 △ 248,256 △ 219,990 

後期高齢者医療 

特別会計 

５年度 95,631,000 95,418,735 94,722,085 696,650 

４年度 84,550,000 86,885,797 84,021,789 2,864,008 

増△減 11,081,000 8,532,938 10,700,296 △ 2,167,358 

合  計 

５年度 5,199,993,000 5,154,111,621 4,966,030,489 188,081,132 

４年度 5,341,502,000 5,320,831,678 5,117,896,738 202,934,940 

増△減 △ 141,509,000 △ 166,720,057 △ 151,866,249 △ 14,853,808 
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（単位：円） 
会計別 年度 予算額 収 入 予算額 支 出 収入支出 

差引残額 

簡易水道事業会計 ５年度 287,978,000 288,571,216 291,847,000 287,349,299 1,221,917 

 
収益的 ５年度 113,703,000 114,296,216 113,703,000 109,209,013 5,087,203 

資本的 ５年度 174,275,000 174,275,000 178,144,000 178,140,286 △ 
3,865,286 

下水道事業会計 ５年度 314,344,000 314,550,750 315,145,000 312,088,928 2,461,822 

 
収益的 ５年度 204,998,000 205,204,750 204,998,000 201,943,987 3,260,763 

資本的 ５年度 109,346,000 109,346,000 110,147,000 110,144,941 △ 
 798,941 

 ※ 令和５年度より、簡易水道事業会計と下水道事業会計は、公営企業としたため、前年度との増減比較
は行っていない。 

 

 令和５年度から、簡易水道事業及び下水道事業については、公営企業会計としたため、

今年度においては、簡易水道事業会計及び下水道事業会計を除く、一般会計及び５特別会

計のみ、前年度との比較を行った。 

 令和５年度檜原村一般会計及び５特別会計の歳入総額は、５，１５４，１１３千円、歳

出総額は、４，９６６，０３０千円となった。 

 この数字を前年度と比較すると、歳入全般では、１６６，７１８千円の減額となり、歳

出全般についても１５１，８６７千円の減額となっている。 
 会計別に見ると、歳入においては国民健康保険事業勘定、東京都都民の森管理運営事業

特別会計、後期高齢者医療特別会計以外の会計は減額となり、歳出においては国民健康保

険事業勘定、後期高齢者医療特別会計以外の会計が減額となっている。 
 予算現額に対する執行率は９５．５％であり、前年度より０．３％低下している。会計

別の執行率は、国民健康保険特別会計（事業勘定）は上昇しているが、そのほかの会計は

低下している。 

 歳入歳出差引残額は、全体では前年度と比較して１４，８５１千円の減額となっている。

会計別に見ると、国民健康保険特別会計（診療施設勘定）、東京都都民の森管理運営事業特

別会計は増額となったが、その他の会計は減額となっている。 

 基金関係では厳しい財政状況の中、当初予算においては事業執行のため財政調整基金、

人材育成基金、社会福祉基金、公共施設整備基金、災害復旧・復興基金の活用による予算

措置が図られていたが、地方交付税や国庫支出金、都支出金、更に繰越金の増額等により、

いずれの基金も繰入金予算の減額補正を行い、財政調整基金、人材育成基金、公共施設整

備基金については予算額を皆減としている。また、財政調整基金、公共施設整備基金にお

いては積み立てもしている。 

 なお、社会福祉基金、災害復旧・復興基金については基金を活用した事業執行が行われ

ており、森林整備活用基金については当初は予算計上していないが、繰入の補正を行い事

業執行している。 

 事業執行における財源確保については柔軟な対応を行っており、実効性の伴った効率的

な運用がなされていると認められる。今後は、檜原村第５次総合計画及び第２期総合戦略

に基づく村づくりを強化、推進していくとともに、檜原村公共施設の更新計画等も見据え

ながら長期的展望に立った基金の計画的な活用を望むものである。 
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 財産管理の状況については、各基金ともに、より有利な定期預金で運用が図られており、

経済状況を考慮した、安全かつ確実性のある適切な管理がなされていると認められる。 

 決算全体では、新型コロナウイルス感染症の収束に向けた対策や物価高騰対策のための

臨時特別給付金や事業継続応援事業等もあり、厳しい財政状況の中限られた財源を効率よ

く活用し、村民の福祉向上、村内事業者支援も行いながら、健全な財政運営を行なった結

果が反映された決算となっている。 

 以上を総合的に勘案すると、令和５年度の檜原村の財政は概ね健全であり、かつ堅実に

運営執行されたと認めるものである。 

 

 ２）会計別状況 

 （１）檜原村一般会計 

 令和５年度檜原村一般会計の決算規模は次のとおりである。 

  歳  入   ３，８３０，４５４千円 

  歳  出   ３，７０１，５６０千円 

  差  引     １２８，８９４千円 

 本会計の予算現額に対する執行率は９５．６％で、前年度より０．３％低下した。 

 前年度と比較すると、歳入は、１７２，４６６千円（４．３％）の減額であり、歳出も

１６３，５１４千円（４．２％）の減額となっている。 

 歳入においては、法人事業税交付金（４，０１６千円の増）、使用料及び手数料（１，

２８４千円の増）、寄附金（１，３６４千円の増）、繰入金（１６，３１２千円の増）、

諸収入（１４，０８９千円の増）の他、９つの科目は増額となっているが、村税（７，３

５７千円の減）、地方交付税（５，４７７千円の減）、国庫支出金（１０４，７１２千円

の減）、都支出金（１１，４８８千円の減）、繰越金（７４，８１２千円の減）、村債（６，

９９８千円の減）の他２つの科目で減額となり、歳出においては、民生費（４５，６０８

千円の増）、衛生費（１４，４１４千円の増）、商工費（６６，３７９千円の増）、土木

費（２９，９１１千円の増）、消防費（９５，８４５千円の増）、教育費（５，６７１千

円の増）、災害復旧費（４７，９１７千円の増）が増額となっているが、議会費（３，１

３６千円の減）、総務費（３３０，００４千円の減）、農林水産業費（５０，０２５千円

の減）、公債費（４，９３３千円の減）、諸支出金（８１，１６１千円の減）が減額とな

っていることが主な要因となっている。 

 財政指標では、経常収支比率７５．９（前年度７３．２）、実質公債費比率△３．２（前

年度△１．０）となっている。経常収支比率については、２．７増加し、実質公債費比率

は２．２減少しており、いずれ比率も良好な数字となっている。 

 上記のように、財政分析指標の推移からも令和５年度檜原村一般会計は、健全な財政運

営がなされていると判断できる。 

 今後も、常に財政状況の把握と確認を怠ることなく、引き続き健全な財政運営を行って

いけるよう、努めていただくことを希望するものである。 

 

 ※ 以下の文中における(目)は、予算科目（款、項、目、節）の目を表している。 
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  ①歳入について 

 自主財源である村税については、収入済額は２０１，５２８千円（滞納繰越分含む）で

前年度と比較して、７，３５７千円の減収であり、村税全体の徴収率は、９９．４％と前

年度と比較して０．２％向上している。電話による催告や時間外における個別訪問、預金

調査等を徹底して積み重ねた結果と東京税務協会職員による収納業務に対する指導など

が徴収率の向上につながったことを評価する。収入未済額１，０７８千円については、昨

年度より３８１千円減少している。内訳では、村民税が８２千円増加、固定資産税は４６

９千円減少、軽自動車税は６千円増加している。不能欠損も行いながら滞納繰越分の徴収

についても努めており、今後も税負担の公平性の担保と、自主財源確保の認識のもと、収

入未済額の更なる減少に向けた尚一層の取り組みを希望するものである。 

 一方、依存財源で大きな割合を占めている地方交付税は１，４７７，５５５千円（前年

度１，４８３，０３２千円）となり、前年度と比較して５，４７７千円の減額となってい

る。普通交付税では、基準財政収入額の区分のうち市町村民税法人税割、固定資産税償却

資産、市町村たばこ税などが減額となったが、法人事業税交付金、地方消費税交付金、森

林環境譲与税などが増額となり、基準財政収入額合計では６，４２７千円の増額となった。

基準財政需要額の種類のうち社会福祉費、地域振興費（人口）、地域の元気創造事業費、

臨時経済対策費、辺地対策事業債償還費、臨時財政対策債償還費、過疎対策事業債償還費

などが減額となったが、消防費、高齢者保健福祉費、人口減少等特別対策事業費、臨時財

政対策債償還基金費、包括算定経費などが増額となり、基準財政需要額合計では、１１，

１０８千円の増額となり、交付額は４，６８１千円の増額となっている。一方、特別交付

税は１０，１５８千円の減額となっている。 

 また、国庫支出金は１８０，３３７千円（前年度２８５，０４９千円）で、前年度と比

較して１０４，７１２千円の減額となった。 

 減額の主な要因は、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金（２，７９５千円の

減）、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（６９，５６４千円の減）、社

会保障・税番号制度システム整備費補助金（繰越明許含む）（８，１９５千円 皆減）、

地方創生テレワーク交付金（繰越明許）（３３，７５０千円 皆減）、子育て世帯等臨時

特別支援事業費補助金（繰越明許）（４，０００千円 皆減）、住民税非課税世帯等に対

する臨時特別給付金（２１，８８６千円 皆減）等の減額によるものである。 

 都支出金については１，４８９，１５５千円（前年度１，５００，６４３千円）で、前

年度と比較して１１，４８８千円の減額となった。 

 減額の主な要因は、新規に島しょ山村地域における移住体験住宅整備補助金（４，０８

０千円）、障害者日中活動系サービス推進事業補助金（７，２６６千円）、帯状疱疹ワク

チン任意接種補助事業補助金（２，８１５千円）、デジタル技術を活用した農作物獣害対

策事業費補助金（４，０００千円）、令和元年台風１９号に伴う瀬戸沢林道災害復旧工事

補助金（４３，８３４千円）、湯久保林道災害復旧工事補助金（１７，９７６千円）、搬

出困難地における森林整備事業費補助金（５，３９２千円）、内水面漁業振興対策事業補

助金（１１，５０８千円）等があり、笹野向林道改良工事補助金（１５，３８３千円の増）、

森林資源を活用した魅力創出事業補助金（７，１００千円の増）等の増額はあるが、 

（目）生活応援事業補助金（３，２０１千円 皆減）、浅間林道改良工事補助金（１８，
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１４２千円 皆減）、令和元年度台風１９号に伴う小岩林道災害復旧工事補助金（２３，

６３３千円 皆減）、公共施設への多摩産材利用プロジェクト事業補助金（９，８１７千

円 皆減）、参議院議員選挙事務委託金（５，７８８千円 皆減）、市町村総合交付金（３

４，５８９千円の減）、高校生等医療費助成事業準備経費補助金（３，６２３千円の減）、

立山林道開設工事補助金（繰越明許含む）（２８，３２２千円の減）等の減額によるもの

である。 

 繰入金については４５，５９９千円（前年度２９，２８７千円）で、前年度と比較して

１６，３１２千円の増額となった。 

 増額の主な要因は、災害復旧・復興基金繰入金（５，２２１千円の減）等の減額はある

が、新規に森林整備活用基金繰入金（１１，４７２千円）があり、国民健康保険特別会計

繰入金（９，０２５千円の増）等の増額によるものである。 

 繰越金については１３７，８４６千円（前年度２１２，６５８千円）で、前年度と比較

して７４，８１２千円の減額となった。 

 諸収入については、１２１，０３４千円（前年度１０６，９４５千円）で、前年度と比

較して１４，０８９千円の増額となった。 

 増額の主な要因は、充電設備等導入促進事業助成金（２，８７９千円 皆減）等の減額

はあるが、多摩の森林再生事業受託収入（１３，８１０千円の増）等の増額によるもので

ある。 

 村債については臨時財政対策債が５，９０９千円（前年度１２，９０７千円）で前年度

と比較して６，９９８千円の減額となった。 

 

  ②歳出について 

 決算額では、前年度と比較して４．２％の減額となっている。 

 款別に主なものをみると、議会費は、前年度比３，１３６千円の減額となっている。減

額の主な要因は、令和５年５月から議員定数が９人から８人になったことによる報酬（２，

９０３千円の減）、議員期末手当（２，２２１千円の減）等の減額によるものである。 

 総務費は、前年度比３３０，００４千円の減額となっている。減額の主な要因は、新規

に神戸国際マス釣り場建替工事基本設計業務委託料（６，４９４千円）、神戸国際マス釣

り場建替工事実施設計業務委託料（１５，３４５千円）、村有建物解体工事（１０，１２

０千円）、公有財産購入費（１２，４４７千円）、藤倉ドーム改修工事（１１，７１０千

円）、Ｗｉｎｄｏｗｓサーバーシステム更改委託料（７，９８５千円）、グループウェア

更改委託料（１３，４４１千円）等があり、給料、職員手当、共済費の合計（２７，０４

９千円の増）、（目）檜原村議会議員並びに檜原村長選挙費（９，３６８千円の増）等の

増額はあるが、サテライトオフィス建築に関係する委託料（１３，１９６千円 皆減）、

（仮称）農林振興施設建築に関係する委託料（５，８１０千円 皆減）、サテライトオフ

ィス建築工事（２９，６９０ 皆減）、サテライトオフィス建築工事（第２期工事）（２

４，７５０千円 皆減）、サテライトオフィス施設外構工事（６，２１５千円 皆減）、

（仮称）農林振興施設建築工事（４８，９３９千円 皆減）、（仮称）農林振興施設建築

工事（第２期工事）（３５，０３１千円 皆減）、サテライトオフィス施設備品購入費（５，

９１５千円 皆減）、特産品開発調査研究業務委託料（１７，２２８千円 皆減）、議場
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音響設備改修工事（１８,４８０千円 皆減）、庁舎外壁等改修工事（１４３，０００千円 

皆減）、（目）新型コロナウイルス感染症対策支援事業費（６４，２９２千円 皆減）、

戸籍電算システム等改修委託料（６，４９０千円 皆減）、（目）参議院議員選挙費（５，

７８８千円 皆減）、住民税非課税世帯等臨時特別給付金（電力・ガス・食料品等価格高

騰緊急支援給付金）（３２，９６０千円 皆減）、修景地整備委託料（１２，１６７千円

の減）、地場産材活用対策奨励事業交付金（５，０３３千円の減）、バス路線維持費補助

金（１０，２４６千円の減）、国及び都費返還金（１７，７９１千円の減）等の減額によ

るものである。 

 民生費は、前年度比４５，６０８千円の増額となっている。増額の主な要因は、障害者

自立支援給付費（６，１７６千円の減）等の減額はあるが、新規にやすらぎの里構内電話

設備更新工事（５，７６９千円）、（目）住民税非課税世帯等臨時特別給付金（物価高騰

対応分）（３３，４２８千円）等があり、国民健康保険特別会計事業勘定繰出金（１５，

８８４千円の増）、介護保険特別会計繰出金（７，７０３千円の増）、住民税非課税世帯

等臨時特別給付金（７，１００千円の増）等の増額によるものである。 

 衛生費は、前年度比１４，４１４千円の増額となっている。増額の主な要因は、地域再

生可能エネルギー導入実施計画策定支援業務委託料（３，９９１千円 皆減）、簡易水道

特別会計繰出金（５３，４１１千円 皆減）、西秋川衛生組合負担金（４，８６５千円の

減）等の減額はあるが、新規に簡易水道事業会計繰出金（７２，８０９千円）等の増額に

よるものである。 

 農林水産業費は、前年度比５０，０２５千円の減額となっている。減額の主な要因は、

新規にサル動向調査用受信基地局購入費（４，４５５千円）、村有林境界確定測量業務委

託料（１１，０００千円）、浅間林道測量・地質調査委託料（４，２４２千円）等があり、

森林再生事業間伐作業委託料（１３，６２２千円の増）等の増額はあるが、教育の森管理

運営委託料（１０，１２０千円 皆減）、おもちゃ美術館防犯カメラ設置工事（３，０８

０千円 皆減）、立山林道実施測量設計委託料（６，５４５千円 皆減）、湯久保林道測

量・地質調査委託料（３，６５４千円 皆減）、浅間林道改良工事実施測量設計委託料（５，

６１０千円 皆減）、湯久保林道災害防除工事実施設計委託料（４，１８０千円 皆減） 

月夜見林道舗装工事（４，９８７千円 皆減）、浅間林道改良工事（２５，７４４千円 皆

減）、立山林道開設工事（３５，３８２千円の減）等の減額によるものである。 

 商工費は、前年度比６６，３７９千円の増額となっている。増額の主な要因は、小沢地

区駐車場法面補修工事（３，８９４千円 皆減）、温泉井中モーターポンプ交換工事（１

１，２２０千円 皆減）、温泉センター高圧受変電設備改修工事（１０，２８５千円 皆

減）等の減額はあるが、新規に事業継続応援事業（燃料高騰等対策）交付金（１１，３７

４千円）、キャッシュレス決済ポイント還元事業補助金（８，７０４千円）、特産品製造

委託料（４，３２０千円）、特産品製造作業施設設置工事（１５，３４５千円）、特産品

製造備品購入費（２４，２６６千円）、温泉センター灯油ボイラー更新工事（８，６４１

千円）、温泉センター備品購入費（７，２３９千円）等があり、森林資源を活用した魅力

創出事業委託料（１１，３７０千円の増）、払沢の滝まつり実行委員会補助金（４，５５

０千円の増）等の増額によるものである。 

 土木費は、前年度比２９，９１１千円の増額となっている。増額の主な要因は、秋川南
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岸道路整備事業に伴う土地家屋等調査委託料（１８，０６９千円 皆減）、板東沢残土処

理場建設工事測量設計業務委託料（３，０２５千円 皆減）、秋川南岸道路整備事業負担

金（３，８１８千円 皆減）、村道第１号泉沢線石積補修工事実施測量設計委託料（７，

６７９千円 皆減）、村道第６７号総角沢線舗装工事（７，３２３千円 皆減）、下水道

事業特別会計繰出金（１７５，５０６千円 皆減）、住宅マスタープラン策定業務委託料

（３，５２０千円 皆減）、地籍調査業務委託料（４，０１５千円の減）等の減額はある

が、新規に秋川南岸道路整備事業に伴う和田橋補修工事等負担金（５，３０８千円）、村

道第８６号笹久保線測量・地質調査委託料（３，７７４千円）、村道第１号泉沢線石積補

修工事（４２，７０５千円）、村道第６０号湯久保線改良工事（８，０５２千円）、下水

道事業会計繰出金（１５４，１１５千円）、村営第２小岩住宅解体工事（１３，０７８千

円）等があり、板東沢残土処理場建設工事（１６，４０９千円の増）、小沢地区急傾斜崩

壊防止事業負担金（５，３０９千円の増）等の増額によるものである。 

 消防費は、前年度比９５，８４５千円の増額となっている。増額の主な要因は、消防機

具庫設置工事設計委託料（３，３３３千円 皆減）、消防積載車購入費（１３，４１７千

円 皆減）等の減額はあるが、新規に消防機具庫解体工事（４，０５８千円）、消防機具

庫設置工事（４２，３９４千円）、防災行政無線同報系システム操作卓更新工事（４８，

４００千円）等があり、消防事務委託料（４，７０３千円の増）、被服費（６，０７３千

円の増）、団分団部運例費等交付金（５，５３２千円の増）等の増額によるものである。 

 教育費は、前年度比５，６７１千円の増額となっている。増額の主な要因は、小学校裏

樹木伐採委託料（５，１７０千円 皆減）、小学校高圧電気設備更新工事（３，０９５千

円 皆減）等の減額はあるが、新規に中学生海外派遣事業費（９，０２８千円）等の増額

によるものである。 

 災害復旧費は、前年度比４７，９１７千円の増額となっている。増額の主な要因は、令

和元年台風１９号に伴う瀬戸沢林道（第１工区）災害復旧工事実施測量設計委託料（７，

１５０千円 皆減）、令和元年台風１９号に伴う小岩林道災害復旧工事（２５，９９９千

円 皆減）、令和元年台風１９号に伴う河川災害復旧工事（３，７５７千円 皆減）等の

減額はあるが、新規に湯久保林道災害復旧工事（１９，６３５千円）、令和元年台風１９

号に伴う瀬戸沢林道（第１工区）災害復旧工事（４８，３６３千円）、村道第２７号笛吹

線災害復旧工事測量設計地質調査委託料（７，８９８千円）、村道第２７号笛吹線災害復

旧工事（６，４５２千円）等の増額によるものである。 

 公債費は、前年度比４，９３３千円の減額となっている。減額の主な要因は、村債元金

償還分が４，６８２千円、村債利子償還分が２５０千円それぞれ減額となったためである。 

 諸支出金は、前年度比８１，１６１千円の減額となっている。減額の主な要因は財政調

整基金積立金（８０，７１０千円の減）等の減額によるものである。 

 

 （２）檜原村国民健康保険特別会計（事業勘定） 

 令和５年度檜原村国民健康保険特別会計（事業勘定）の決算規模は次のとおりである。 

  歳  入     ３６２，０８０千円 

  歳  出     ３４８，８５９千円 

  差  引      １３，２２１千円 
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 本会計の予算現額に対する執行率は９３．８％で、前年度より０．１％上昇した。 

 前年度と比較すると、歳入は５，５７６千円の増額であり、歳出は１４，１５４千円の

増額となっている。 

 歳入では、国庫支出金（１５千円の増）、繰入金（１６，０１７千円の増）、繰越金（３，

８５２千円の増）が増額、国民健康保険税（３，７２６千円の減）、都支出金（１０，５

８２千円の減）が減額となっている。 

 一般会計からの繰入金が占める割合は、歳入合計の１８．１％（４年度は１３．９％）

となっており、前年度と比較して４．２％増加している。 

 平成３０年度から制度の安定化を目的として、市町村が個別に運営する制度から、東京

都が国民健康保険制度の運営において財政運営責任を担うなどの中心的役割を果たし、市

町村は資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課徴収、保険事業等の地域におけるきめ

細かい事業を引き続き担う制度が行なわれている。 

 これにより、市町村は、東京都が市町村ごとに決定した「国民健康保険事業費納付金」

を東京都に納付し、東京都は給付費に必要な費用を全額、交付金として市町村に支払う形

態となっている。 

 主な歳入は、都支出金及び繰入金であり、この２款で収入の８３．３％を占めている。

国民健康保険税については、調定額３９，２０２千円に対し、収入済額は３８，６２２千

円となっており、収納率は９８．５％（４年度は９８．２％）で、前年度より０．３％上

昇している。 

 国民健康保険税の収入未済額については５５６千円で、前年度より６９千円減少してお

り、調定額の１．４％（３年度は１．４％）を占めている。不納欠損額は２４千円で、前

年度より１１８千円減額となった。 

 収入の１０．７％を占める国民健康保険税の徴収業務は、制度運営上、大変重要度の高

い業務である。今年度も昨年度との比較で、収納率は上昇、収入未済額も減少しており、

元年度まで７年連続で改善傾向になっていたことも踏まえ、国民健康保険制度の維持、税

負担の公平性・公正性を保持していく観点から、収納対策を積極的に行い、徴収率向上に

努めていることを評価する。 

 歳出では、保険給付費と市町村から都に納付する国民健康保険事業費納付金の合計支出

額は２７７，５５２千円となり、この２款で歳出総額の７９．６％を占めている。 

 又、不用額は保険給付費が２０，９３９千円、本会計全体では２３，１１７千円の不用

額（４年度は２２，３３６千円）となっており、前年度と比較して７８１千円（３．５％）

増加している。 

 医療予算については、国民健康保険制度の抜本的な改革があり、保険給付費の算定に関

して不確定要素が多く、費用予測が困難であることは承知しているが、今後も予算計上に

あたっては、可能な限り現状把握に留意し、適正な予算計上が行われることを希望するも

のである。 

 

 （３）檜原村国民健康保険特別会計（診療施設勘定） 

 令和５年度檜原村国民健康保険特別会計（診療施設勘定）の決算規模は次のとおりであ

る。 
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  歳  入     ２１０，４６５千円 

  歳  出     ２００，１７６千円 

  差  引       １０，２８９千円 

 本会計の予算現額に対する執行率は９７．４％で、前年度より０．２％低下した。 

 前年度と比較すると、歳入は４，４５４千円の減額であり、歳出は８，０３２千円の減

額となっている。 

 歳入では、補正予算において診療収入の（目）国民健康保険診療報酬収入を３，０８５

千円減額、（目）後期高齢者医療診療報酬収入を６，１４２千円減額、繰入金の（目）一

般会計繰入金を１２，３７５千円減額、（目）事業勘定繰入金を１４，６１６千円増額と

している。 

 診療収入は、本会計の５９．８％（４年度は６１．５％）を占める本会計運営における

要であるが、前年度と比較すると外来収入（８２２千円の減）、その他の診療収入（５，

４８１千円の減）ともに減収となっており、全体では６，３０３千円の減収となっている。

外来収入では（目）国民健康保険診療収入（１，３４８千円の減）は減収となっているが、

（目）後期高齢者医療診療報酬収入（２，６７９千円の増）は増収となり、その他の診療

収入では予防接種受託料（３，１８１千円の減）、医師派遣受託料（１，４２５千円の減）

が減収となっている。 

 都支出金は、前年度と比較すると９５３千円の減額となっている。減額の要因は、医師

給与費補助金（６，７４４千円の増）の増額はあるが、（目）新型コロナウイルスワクチ

ン接種促進支援事業協力金（９００千円 皆減）、（目）新型コロナウイルス発熱外来診

療・検査の体制確保医療機関協力金（９００千円 皆減）、へき地専門医療確保事業補助

金（１，８８０千円の減）、へき地診療所医療機器整備費補助金（４，０１７千円の減）

の減額によるものである。 

 歳出では、総務費は１５５，１３８千円で、本会計の支出の７７．５％を占めているが、

前年度と比較して９２５千円の増額となっている。増額の主な要因は、オンライン資格確

認システム導入支援業務委託料（１，１６５千円 皆減）、給料（５，５９８千円の減） 

職員手当等（４，３４５千円の減）等の減額はあるが、一般診療委託料（１０，３４８千

円の増）等の増額によるものである。 

 医業費は、前年度と比較して、８，９５３千円の減額となっている。減額の主な要因は、

新規に解析付心電計購入費（３，７４０千円）等の増額はあるが、超音波診断装置購入費

（４，７１９千円 皆減）、歯科ユニット購入費（４，３７８千円 皆減）、医薬品衛生

材料費（１，４０８千円の減）等の減額によるものである。 

 少子高齢化と人口減少等により中山間地域の小規模医療機関である本診療所の経営は、

依然として厳しい状況であるが、今後も村唯一の医療機関として、村民により質の高い医

療が継続して提供できるよう、医師等の確保も含め効率的な運営を希望するものである。 
 

 （４）檜原村東京都都民の森管理運営事業特別会計 

 令和５年度檜原村東京都都民の森管理運営事業特別会計の決算規模は次のとおりであ

る。 
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  歳  入     １３３，９９４千円 

  歳  出     １２３，２４８千円 

  差  引      １０，７４６千円 

 本会計の予算現額に対する執行率は９２．０％で、前年度より２．１％低下した。 

 前年度と比較すると、歳入は３９千円の増額であり、歳出は２，９１０千円の減額とな

っている。 

 歳出の減額は、職員を１名減員したことによる減額と会計年度任用職員報酬の増額を相

殺したものであり、事業費は前年度とほぼ同額の決算となっている。 

 開園日数は昨年度とほぼ同じであるが、入園者数が若干減少している。定期教室はほぼ

予定通り行われているようであるので、事業に対する集客に努めているが、一般来園者の

減少によるものであることが伺える。 

 檜原都民の森は、平成１８年度の指定管理者制度の導入より現在まで、村が東京都から

指定管理者として指定を受け管理運営を行っている。 
 今後も「山の日イベント」、「三頭山の日等の村自主事業分としての繰入金を活用した独

自イベント」やＰＲ活動の充実・強化などにより、「檜原都民の森」の周知を積極的に行い、

来園者の増加に向けて引き続き取組むとともに、来園者に対する質の高いサービス提供に

努めていただきたい。 
 

 （５）檜原村介護保険特別会計 

 令和５年度檜原村介護保険特別会計の決算規模は次のとおりである。 

  歳  入     ４７４，４２０千円 

  歳  出     ４５２，０１４千円 

  差  引      ２２，４０６千円 

 本会計の予算現額に対する執行率は９５．５％で、前年度より０．３％低下した。 

 前年度と比較すると、歳入は３，４７８千円の減額であり、歳出は２，０１７千円の減

額となっている。 

 歳入については、保険料が前年度比７７千円の増額となっており、収入未済額について

は１１６千円の減額となっている。現年度分の徴収率は９９．８％と前年度比０．１％上

昇しているが、利用者負担の公平性の確保のためにも、引き続き滞納者対策に積極的に取

り組み、収入未済額の解消に向けて努力いただきたい。 

 その他の収入では、支払基金交付金（３，９９７千円の増）、都支出金（３，８５１千

円の増）、繰入金（１６，０１４千円の増）は増額となっているが、国庫支出金（９，７

１６千円の減）、繰越金（１７，７３４千円の減）は減額となっている。 

 歳出については、総務費（４，６４６千円の増）、保険給付費（１０，０７９千円の増）、

地域支援事業費（３６２千円の増）、基金積立金（２３１千円の増）が増額となり、諸支

出金（１７，３３５千円の減）が減額となっている。 

 介護保険制度における財源の確保と適正化という観点から、他会計繰入金については前

年度比７，７０３千円の増額、介護給付費準備基金繰入金については今年度新規に８，３

１１千円繰入としながらも、積み立てを１６，７９９千円としており、令和３年度には保

険料の値上げをしているが、今後の財政運営は引き続き厳しいものであると伺えるので、
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今後も支出に対する適正な保険料金額の検討を行い、介護給付の適正化、介護予防・日常

生活支援総合事業での多様な主体による多様なサービスの提供や、介護予防事業に積極的

に取り組み、支出の抑制に努めるよう希望するものである。 

 

 （６）檜原村介護サービス事業特別会計 

 令和５年度檜原村介護サービス事業特別会計の決算規模は次のとおりである。 

  歳  入      ４７，２８１千円 

  歳  出      ４５，４５１千円 

  差  引       １，８３０千円 

 本会計の予算現額に対する執行率は９６．４％で、前年度より１．０％低下した。 

 前年度と比較すると、歳入は４６８千円の減額であり、歳出は２４８千円の減額となっ

ている。 

 歳入においては、サービス収入及び一般会計からの繰入金が、歳入の９５．７％を占め

ているが、サービス収入においては３０，９４７千円で前年度比３８９千円（１．３％）

の増額、繰入金においては１４，２８４千円で前年度比４５３千円（３．１％）の減額と

なっている。 

 歳出では、サービス事業費が４３，４０１千円で前年度比１５５千円（０．４％）の増

額となっている。 

 主な内訳としては、地域密着型サービス事業委託料が３３，１６７千円で前年度比２，

０７３千円の減額、介護予防・日常生活支援総合事業委託料が６，７０６千円で前年後比

２，２８８千円の増額となっている。 

 本事業での介護サービスの提供は、村が事業指定を受け指定管理者として社会福祉協議

会に事業を委託している。村の「地域包括ケアシステム」の深化に向け、居宅介護サービ

スの提供を行う村内唯一の事業所として、地域性を考慮し、利用者の要望を取り入れなが

ら多くの方に利用していただくよう、より一層の介護サービスの向上に努められるよう希

望するものである。 

 

 （７）檜原村後期高齢者医療特別会計 

 令和５年度檜原村後期高齢者医療特別会計の決算規模は次のとおりである。 

  歳  入      ９５，４１９千円 

  歳  出      ９４，７２２千円 

  差  引         ６９７千円 

 本会計の予算現額に対する執行率は９９．０％で、前年度より０．４％低下した。 

 前年度と比較すると、歳入は８，５３３千円の増額であり、歳出は１０，７００千円の

増額となっている。 

 歳入においては、後期高齢者医療保険料及び一般会計からの繰入金が、歳入の８５．０％

を占めているが、後期高齢者医療保険料は３５，０９８千円で前年度比３，９２０千円（１

２．６％）の増額となり、一般会計繰入金は４６，０２２千円で前年度比４，２６１千円

（１０．２％）の増額となっている。 

 歳出では、広域連合納付金が全体の８５．８％を占め、８１，３０４千円で前年度比８，
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２８７千円（１１．３％）の増額となっている。 

 本制度は、都道府県単位の広域連合により運営されているため、今後も制度をめぐる動

向を注視し、円滑な運営が図られることを希望するものである。 

 

 （８）檜原村簡易水道事業会計 

 令和５年４月１日から地方公営企業法の財務規定等を適用し、複式簿記・発生主義に基

づく公営企業会計方式による経理を開始した。 

 このことにより、経営の健全化、効率化を図りながら、将来にわたり持続可能かつ安全・

安心な事業運営に努めることとしている。 

 令和５年度檜原村簡易水道事業会計の決算規模は次のとおりである。 

  収益的 

   収  入    １１４，２９６千円（うち仮受消費税等４，４１９千円） 

   支  出    １０９，２０９千円（うち仮払消費税等３，１６４千円） 

  資本的 

   収  入    １７４，２７５千円 

   支  出    １７８，１４０千円（うち仮払消費税等１６，００１千円） 

 収益的収入・支出では、給水収益（４４，１８８千円）を主とする営業収益は４４，２

００千円、配水及び給水費（３１，５１４千円）、総係費（１６，５２６千円）、原価償

却費（５３，９７９千円）を主とする営業費用は１０２，４９９千円で、営業損失は５８，

２９９千円となっている。 

 他会計繰入金（１４，５１９千円）、長期前受金戻入（５１，１５８千円）を主とする

営業外収益は６５，６７７千円、支払利息及び企業債取扱諸費（７３４千円）及び雑支出

（２０７千円）からなる営業外費用は９４１千円で差引６４，７３６千円となり、経常利

益は６，４３７千円となっている。 

 特別損失は、その他特別損失は１，５３１千円で、当年度純利益は４，９０６千円、前

年度繰越利益剰余金はないので、当年度未処分利益剰余金は４，９０６千円となっている。 

 前年度末資本金残高８７，７４４千円に未処分利益剰余金４，９０６千円を加え、資本

合計当年度末残高は９２，６５０千円となっている。 

 資本的収入・支出では、国庫補助金（６０，５３８千円）、都補助金（５５，４０７千

円）、他会計補助金（５８，２９０千円）を主とする簡易水道事業資本的収入は１７４，

２７５千円で、収益合計となっている。 

 建設改良費（１６０，００９千円）、企業債償還金（２，１３０千円）を主とする簡易

水道事業資本的支出は１６２，１３９千円で、費用合計となっている。 

 固定資産のうち有形固定資産は土地（２３，２７９千円）、建物（１７５，６５９千円）、

構築物（１，５５１，９６７千円）、機械及び装置（６２，３２５千円）、車両運搬具（１，

１５０千円）、工具器具及び備品（２，３５９千円）の計１，８１６，７３９千円となっ

ている。 

 投資その他の資産は、基金（２０，９３６千円）のみとなっている。 

 流動資産は、現金預金（１０３，３０９千円）、未収金（６６千円）に貸倒引当金（△

１千円）で６５千円となっており、資産合計は１，９４１，０４９千円となっている。 
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 負債の部として、固定負債は企業債（２９，９７４千円）、流動負債は企業債（２，１

７７千円）、未払金（９６，２６２千円）、引当金（１，０６８千円）の９９，５０７千

円、繰延収益は長期前受金（１，７７０，０７６千円）、収益化累計額（△５１，１５８

千円）の１，７１８，９１８千円で、負債合計は１，８４８，３９９千円となっている。 

 資本の部として、資本金は固有資本金（８７，７４４千円）、剰余金は当年度未処分利

益剰余金（４，９０６千円）で資本合計は９２，６５０千円となっている。 

 負債資本合計は１，９４１，０４９千円となっている。 

 村簡易水道施設については、配水管の布設替等による計画的な施設更新を実施しており、

北秋川水系の配水管布設替工事は平成３０年度で終了し、南秋川水系の配水管布設替工事

については、令和元年度から令和２０年度までの計画とし、令和２年度より開始されてお

り、今後も施設の老朽化や設備の経年劣化による漏水等事故防止のため、引き続き修繕・

改良を行う必要がある。 

 令和５年度から地方公営企業法に基づき財務規定等を適用させているが、国・東京都の

補助制度を有効に活用し、村の財政負担をできる限り抑え、維持管理が容易で災害に強い、

村民にとって安全かつ安心な水道施設としていくことを希望するものである。 

 

 （９）檜原村下水道事業会計 

 令和５年４月１日から地方公営企業法の財務規定等を適用し、複式簿記・発生主義に基

づく公営企業会計方式による経理を開始した。 

 このことにより、経営の健全化、効率化を図りながら、将来にわたり持続可能かつ安全・

安心な事業運営に努めることとしている。 

 令和５年度檜原村下水道事業会計の決算規模は次のとおりである。 

 収益的 

  収  入    ２０５，２０５千円（うち仮受消費税等２，６９１千円） 

  支  出    ２０１，９４４千円（うち仮払消費税等３，９０２千円） 

 資本的 

  収  入    １０９，３４６千円 

  支  出    １１０，１４５千円 

 収益的収入・支出では、下水道使用料（２６，９１５千円）を主とする営業収益は２６，

９２５千円、管渠費（３８，０６１千円）、総係費（６，４５０千円）、原価償却費（１

３０，８２０千円）を主とする営業費用は１７５，５２２千円で、営業損失は１４８，５

９７千円となっている。 

 他会計繰入金（４４，７６９千円）、長期前受金戻入（１３０，８１９千円）を主とす

る営業外収益は１７５，５８８千円、支払利息及び企業債取扱諸費（１８，０４７千円）

及び雑支出（１，３５１千円）からなる営業外費用は１９，３９８千円で差引１５６，１

９０千円となり、経常利益は７，５９３千円となっている。 

 特別損失は、その他特別損失は１，２５７千円で、当年度純利益は６，３３６千円、前

年度繰越利益剰余金はないので、当年度未処分利益剰余金は６，３３６千円となっている。 

 前年度末資本金残高４１７，９１９千円に未処分利益剰余金６，３３６千円を加え、資

本合計当年度末残高は４２４，２５５千円となっている。 
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 資本的収入・支出では、他会計補助金（１０９，３４６千円）が下水道事業資本的収入

で、収益合計となっている。 

 下水道事業債償還金（１１０，１４５千円）が下水道事業資本的支出で、費用合計とな

っている。 

 固定資産のうち有形固定資産は構築物（３，５７０，６９２千円）、機械及び装置（２

９６，７９２千円）の計３，８６７，４８４千円となっている。 

 流動資産は、現金預金（１２，８７６千円）、未収金（１８６千円）に貸倒引当金（△

１千円）で１８５千円となっており、資産合計は３，８８０，５４５千円となっている。 

 負債の部として、固定負債は企業債（１，０９１，２５３千円）、流動負債は企業債（１

０３，３５０千円）、未払金（７，０６２千円）、引当金（４００千円）の１１０，８１

２千円、繰延収益は長期前受金（２，３８５，０４３千円）、収益化累計額（△１３０，

８１９千円）の２，２５４，２２４千円で、負債合計は３，４５６，２８９千円となって

いる。 

 資本の部として、資本金は固有資本金（４１７，９２０千円）、剰余金は当年度未処分

利益剰余金（６，３３６千円）で資本合計は４２４，２５６千円となっている。 

 負債資本合計は３，８８０，５４５千円となっている。 

 檜原村の下水道事業は、令和５年度末の普及率が８９．７％に達し、下水道整備事業の

進捗状況は、順調に推移している。 

 下水道事業については、事業計画における国庫補助対象工事は終了しており、今後は大

きな工事は無くなるとしているが、財源の確保の面からも接続率の向上に向けた取組みを

強化・推進していくことを希望する。 

 令和５年度から地方公営企業法に基づき財務規定等を適用させているが、今後は施設の

維持管理に対する費用が増えてくると考えられるので、適切な点検や維持補修等、下水道

施設全体の長寿命化に向けた取り組みを行っていただくとともに、国や東京都に対する補

助金や一元化に向けた要請を継続するとともに、効率的な事業執行と一層の経営努力を希

望するものである。 
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７ むすび 

 

（歳入について） 
 歳入については、自主財源に乏しく、依然として厳しい行財政運営を強いられている本

村にあって、主要な歳入である地方交付税及び都支出金の２款で、一般会計歳入全体の７

７．５％を占めており、地方交付税は、対前年度比５，４７７千円の減額、都支出金では

対前年度比１１，４８８千円の減額となっている。 
 又、一般会計の歳入では、対前年度比１７２，４６６千円（４．３％）の減額であり、

特別会計を含めた歳入全般では、対前年度比１６６，７１８千円（３．１％）の減額とな

っている。 
 今年度も前年度と同様に歳入金額が大幅な減額となっているが、減額の主な要因は、一

般会計では、新規に令和元年台風１９号に伴う瀬戸沢林道災害復旧工事補助金（４３，８

３４千円）、湯久保林道災害復旧工事補助金（１７，９７６千円）、内水面漁業振興対策

事業補助金（１１，５０８千円）、森林整備活用基金繰入金（１１，４７２千円）等があ

り、笹野向林道改良工事補助金（１５，３８３千円の増）、多摩の森林再生事業受託収入

（１３，８１０千円の増）等の増額はあるが、地方創生テレワーク交付金（繰越明許）（３

３，７５０千円 皆減）、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（２１，８８６千

円 皆減）、浅間林道改良工事補助金（１８，１４２千円 皆減）、令和元年度台風１９

号に伴う小岩林道災害復旧工事補助金（２３，６３３千円 皆減）、新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金（６９，５６４千円の減）、市町村総合交付金（３４，５

８９千円の減）、立山林道開設工事補助金（繰越明許含む）（２８，３２２千円の減）、

繰越金（７４，８１２千円の減額）等の減額、国民健康保険特別会計診療施設勘定では、

医師給与費補助金（６，７４４千円の増）の増額はあるが、その他の診療収入（５，４８

１千円の減）、予防接種受託料（３，１８１千円の減）、へき地診療所医療機器整備費補

助金（４，０１７千円の減）等の減額、介護保険特別会計では、支払基金交付金（３，９

９７千円の増）、都支出金（３，８５１千円の増）、繰入金（１６，０１４千円の増）等

の増額はあるが、国庫支出金（９，７１６千円の減）、繰越金（１７，７３４千円の減）

等の減額が大きな要因であると考える。 

 その他の歳入決算における補助金等は新規または増額もあり、事業執行においては充当

する特定財源を確保したうえで行われていることが認められる。今後も事業選定において

は、各種財源の調査を行いながら、その確保に努めていただくことを希望する。 
 少子高齢化が進む本村の財政状況は、依然として地方交付税、都支出金に依存せざるを

得ないのが実情であり、物価の高騰や資材調達の不安定感などに加え、世界情勢も緊迫の

度合いが高まる中、今後の状況は見通せず、厳しい財政運営となることが予想される。 
 村においては、引き続き、税収や使用料収入の確保の徹底と受益者負担の公平性に努め、

国・東京都に対し、継続して安定した行政運営の支援と財源の確保に努力されるよう望む

ものである。 
 
（歳出について） 
 歳出については、前年度に比べ減額となっており、サテライトオフィス建築に関係する
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経費（７９，７６６千円 皆減）、（仮称）農林振興施設建築工事（８３，９７０千円 皆

減）、庁舎外壁等改修工事（１４３，０００千円 皆減）等、昨年度で事業が完了したこ

とによる経費の減額が大きく影響しており、その他にも、特産品開発調査研究業務委託料

（１７，２２８千円 皆減）、議場音響設備改修工事（１８,４８０千円 皆減）、（目）

新型コロナウイルス感染症対策支援事業費（６４，２９２千円 皆減）、住民税非課税世

帯等臨時特別給付金（３２，９６０千円 皆減）、浅間林道改良工事（２５，７４４千円 

皆減）、秋川南岸道路整備事業に伴う土地家屋等調査委託料（１８，０６９千円 皆減）、

令和元年台風１９号に伴う小岩林道災害復旧工事（２５，９９９千円 皆減）、国及び都

費返還金（１７，７９１千円の減）、立山林道開設工事（３５，３８２千円の減）、財政

調整基金積立金（８０，７１０千円の減）等の減額はあるが、新規に神戸国際マス釣り場

建替工事実施設計業務委託料（１５，３４５千円）、（目）住民税非課税世帯等臨時特別

給付金（物価高騰対応分）（３３，４２８千円）、特産品製造作業施設設置工事（１５，

３４５千円）、特産品製造備品購入費（２４，２６６千円）、村道第１号泉沢線石積補修

工事（４２，７０５千円）、消防機具庫設置工事（４２，３９４千円）、防災行政無線同

報系システム操作卓更新工事（４８，４００千円）、湯久保林道災害復旧工事（１９，６

３５千円）、令和元年台風１９号に伴う瀬戸沢林道（第１工区）災害復旧工事（４８，３

６３千円）等があり、板東沢残土処理場建設工事（１６，４０９千円の増）等の施設整備

や福祉施策等は確実に行われており、年度ごとに必要な事業について予算計上し確実に執

行した決算となっていると考える。 
 
 その他、本年度決算では人口減少対策、健康・福祉施策、産業観光施策、インフラ整備、

教育施策等を展開することにより、住民福祉の向上に努めた決算内容と認められる。 
 実質公債費比率、経常収支比率等の財政分析指標においては、村の行財政改革の成果が

健全な数値結果としてあらわれており、近隣自治体及び全国の中山間地域の類似団体と比

較しても、良好な財政状況を引き続き堅持している点を評価する。 
 又、「自立できる村づくり」を目指し、各種事業の執行に必要な財源については、当初予

算においては財政調整基金等の基金収入を見込んだ予算となっていたが、補正予算で収入

を皆減としている。自主財源の乏しい当村の財政運営としては、柔軟性のある財源調整を

行いながら、限られた財源の中で地方交付税、国・都補助事業等の効率的な活用によって、

最大限の行政サービスを村民に提供できるよう、日々尽力する村職員の努力についても評

価するところである。 
 なお、昨年度指摘した事項については、本年度の決算及び村としての考えを伺い確認し

たところである。 
 檜原村総合計画に基づき計上された令和５年度予算の一般会計及び特別会計での執行率

は９５．５％で、事業効果も概ね良好と認められるものであり、令和５年度決算は、特別会

計を含めた全会計が黒字決算となり、財政運営は順調に推移しているものと伺える。 

 これらのことから、一般会計及び５特別会計並びに２公営企業会計の歳入・歳出全般にお

いて、健全かつ適切な財政運営が行われているものと考えられるので、今後も職員それぞれ

が携わる日常業務からコスト意識をより高め、効果的・効率的な予算執行に努められたい。 
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 以上、いくつかの要望をしましたが、本年度決算は全般的に檜原村総合計画及び檜原村

総合戦略の理念と施策体系に基づき各種事業が展開された決算内容となっていた。 
 結論といたしましては、令和５年度檜原村一般会計及び５特別会計並びに２公営企業会

計の決算は、計算の誤りもなく、適正に執行されていると認められる。 
 今後も村の財政状況は厳しい状況が続くと推測され、急速な少子高齢化と人口減少、社

会情勢の変化と想定外の事象が起こることにより、村に求められる対応は厳しさを増して

いくものと思われる。村をとりまく社会環境の変化に対応していくため、国・東京都の動

向等に細心の注意を払いつつ、事務事業の執行においては財源を確保する意識と、最小の

経費で最大の効果が得られるよう事務事業の効率化に努めていただくことを希望する。 
 加えて、多様化する村民の要望に対応していくため、限られた財源の中で、村民に対す

る行政サービスの維持向上に努め、安定した行政運営がなされることを期待して、むすび

とする。 
 
 
   令和６年８月２２日 
 

                 檜原村代表監査委員  福 田 宮 夫 

 

                 檜 原 村 監 査 委 員  山 嵜 源 重 


